
改正概要 

 

 

 

１ 規則で定める診療科に、総合診療を担う診療科を加える。（第３条関係） 

 

 

２ 総合診療を担う診療科における指定勤務の病院又は診療所について定める。（第５条関係） 

 

※「総合診療を担う診療科における指定勤務の病院又は診療科」とは 

福岡県医師確保計画で定める県内の医師全体の医師偏在指標が全国平均を下回る二次

医療圏にある病院又は診療科 

 


